様式第２-１号  

　指令第　　　　号
 
                                         　　補助事業者
              　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　　様

　令和　年　　月　　日付け第　　　号で申請のあった　　　　年度島根県事業承継新事業活動等支援補助金については、島根県事業承継新事業活動等支援補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第７条第１項の規定により、下記のとおり交付を決定します。

　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　島根県知事名　　印

記

１　補助金の対象となる事業は、交付要綱第６条第２項の規定により申請された事業とし、その内容は申請書記載のとおりとする。
２　補助金の対象となる期間は間接補助事業の補助対象期間の１４日以内までとする。
３　補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
	経費の内容
	補助金の額

	企業への事業費
	金　　　　　　　　　　　円


　　ただし、補助事業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費及び補助金の額については、別に通知するところによるものとする。


様式第２-２号  

　第　　　　号

                                         　　間接補助事業者
              　　　　　　　　　　　　　　　 代表者　　様

　令和　年　　月　　日付けで申請のあった　　　　年度島根県事業承継新事業活動等支援補助金については、島根県事業承継新事業活動等支援補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第７条第３項の規定により、下記のとおり交付を決定します。

　　　　　令和　　年　　月　　日

						所在地
						補助事業者
						代表者　　印

記

１　補助金の対象となる事業は、交付要綱第６条第１項の規定により申請された事業とし、その内容は申請書記載のとおりとする。
２　補助金の対象となる期間　
３　間接補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
　　　　補助金の額：金　　　　　　　　　　　円
　　ただし、間接補助事業の内容が変更された場合における間接補助事業に要する経費及び補助金の額については、別に通知するところによるものとする。

